
　（歳入）　地方消費税交付金（社会保障財源化分）歳入額 153,000 千円

　（歳出）　地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障施策に要する経費等 967,592 千円

（単位：千円）

国・県支出金 その他
地方消費税交付金
(社会保障財源化分)

その他

障がい者福祉施策 243,522 182,641 0 19,823 41,058

　（障がい者自立支援給付費等）

児童福祉施策 291,429 207,746 0 27,247 56,436

　（子ども・子育て支援教育・保育給付費、認可外保育施設利用助成等）

母子福祉施策 14,361 4,200 120 3,269 6,772

　（妊婦健診、ひとり親家庭等医療給付費等）

高齢者福祉施策 13,257 0 3,573 3,153 6,531

　（老人福祉施設保護措置費、ねたきり高齢者等移送費等）

小　計 562,569 394,587 3,693 53,492 110,797

国民健康保険施策 94,296 55,605 0 12,598 26,093

　（国民健康保険特別会計繰出金）

介護保険施策 218,420 11,141 0 67,489 139,790

　（介護保険特別会計繰出金）

後期高齢者医療施策 41,915 31,436 0 3,412 7,067

　（後期高齢者医療特別会計繰出金）

小　計 354,631 98,182 0 83,498 172,951

疾病予防施策 36,774 420 0 11,837 24,517

　（各種予防接種費等）

健康増進施策 13,618 800 0 4,173 8,645

　（がん検診等）

小　計 50,392 1,220 0 16,010 33,162

967,592 493,989 3,693 153,000 316,910

※社会保障財源化分の地方消費税交付金については、各事業に要する一般財源の比率に応じて按分して充当しています。

※事務費及び人件費等は、事業費（予算額）から除外しています。

令和５年度当初予算　地方消費税交付金（社会保障財源化分）充当額一覧

　平成26年4月1日より消費税（国・地方）が5％から8％へ引き上げられ、令和元年10月1日より8％から10％に引き上げられたことに伴い、地方消費税交付金

の増収分については、その用途を明確化し、社会保障施策に要する経費に充てるものとされています。

　令和５年度山辺町一般会計当初予算における社会保障施策関連経費への充当状況については、次のとおりとなります。
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